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■平成２４年４月からの国民年金保険料
　第１号被保険者の定額保険料・・・月額１４，９８０円
                                   　       （前年度より４０円減）
　　　　　　　　　付加保険料・・・月額 ４００円

■平成２４年度一部免除期間の保険料額（１か月分）
　４分の３納付（４分の１免除期間）・・・・・１１，２４０円
　半 額 納 付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７，４９０円
　４分の１納付（４分の３免除期間）・・・・・・３，７５０円

■前納保険料額も変わります

納 付 方 法

現 金 納 付

現金納付・クレジ
ット納付（前納）

【割引額】

口座振替（前納）
【割引額】

１か月分

１４,９８０円

１か月前納
はありま
せ ん 。 　

１４,９３０円
【５０円】

６か月分

８９,８８０円

８９,１５０円
【７３０円】

８８,８６０円
【１,０２０円】

１年分

１７９,７６０円

１７６,５７０円
【３,１９０円】

１７５,９９０円
【３,７７０円】

狂犬病予防注射日程表

時　間
９：００～ ９：１０
９：２０～ ９：３０
９：４０～ ９：５０

１０：００～１０：１０
１０：２０～１０：３０
１０：４０～１０：５５
１１：０５～１１：１５
１１：２５～１１：４５
１３：００～１３：１５
１３：２５～１３：４５
１３：５５～１４：１５
１４：２５～１４：４０
１４：５０～１５：０５
１５：１５～１５：３０
１５：４０～１５：５５

西　戸
常　田
秋津台
古　家
少分谷
貞　守
長　井
黒　谷
掎鹿谷
天　神

森
横　谷

長谷・永福台
黒　石
南　山

西戸公民館
常田公民館
秋津台なかよし広場
農業倉庫前
少分谷公民館
貞守公民館
長井公民館
若宮八幡宮
掎鹿谷ＪＡ倉庫前
東条庁舎車庫
森公民館
横谷消防器具庫
長谷公民館
黒石公民館
ゆめのくにこうえん

地区名 実 施 場 所

４
月
１３
日
（金）

時　間
９：００～ ９：１５
９：２５～ ９：３５
９：４５～１０：００

１０：１０～１０：２０
１０：３０～１０：４０
１０：５０～１１：０５
１１：１５～１１：２５
１１：３５～１１：５０
１３：００～１３：１０
１３：２０～１３：３５
１３：４５～１４：００
１４：１０～１４：２５
１４：３５～１４：５０
１５：００～１５：１０
１５：２０～１５：３０
１５：４０～１５：５０

平　木
下鴨川
上鴨川
馬　瀬

山口・やしろ台
上三草
下三草
木　梨
藤田南
藤　田
久　米
下久米
上久米
廻　渕
湖翠苑

畑

平木公民館
下鴨川公民館
上鴨川公民館
馬瀬公民館
山口公民館
上三草公民館
下三草公民館
木梨公民館
ライジン公園
藤田公民館
久米公民館
下久米公民館
上久米公民館
廻渕集会所
湖翠苑集会所
畑公民館

地区名 実 施 場 所

４
月
１１
日
（水）

時　間
９：００～ ９：１０
９：２０～ ９：３０
９：４０～ ９：５０

１０：００～１０：１０
１０：２０～１０：３０
１０：４０～１０：５０
１１：００～１１：１０
１１：２０～１１：３５
１１：４５～１１：５５
１３：００～１３：１０
１３：２０～１３：３０
１３：４０～１３：５０
１４：００～１４：２０
１４：３０～１４：５０
１５：００～１５：１５
１５：２５～１５：３５
１５：４５～１５：５５

高　岡

河　高

下滝野

上滝野

光明寺
上滝野
新　町
北　野
穂　積
光明寺

高岡第３班集会所
高岡第４班集会所
高岡コミュニティーセンター
高岡第２班集会所
河高３班構造改善センター
河高住吉会館
河高１班構造改善センター
阿弥陀堂
下滝野寿会館
栗林歯科前
滝野体育センター
光明寺集落センター
ふれあい館
新町研修センター
北野コミュニティーセンター
穂積集落センター
高倉ごみステーション

地区名 実 施 場 所

４
月
９
日
（月）

時　間
９：００～ ９：１０
９：２０～ ９：３５
９：４５～ ９：５５

１０：０５～１０：２０
１０：３０～１０：４０
１０：５０～１１：００
１１：１０～１１：２０
１１：３０～１１：４５
１３：００～１３：１０
１３：２０～１３：３５
１３：４５～１３：５５
１４：０５～１４：２０
１４：３０～１４：４５
１４：５５～１５：１０
１５：２０～１５：３０

蔵　谷
大　畑

藪
東垂水
松　沢
厚　利
栄　枝

依藤野・嬉野東
小　沢
吉　井

新　定

森　尾
岩　屋
岡　本

蔵谷公民館
大畑公民館
藪ライスセンター
東垂水公民館
松沢公民館
厚利公民館
栄枝公民館
依藤野公民館
小沢公民館
吉井公民館
大谷消防機具庫
新定公民館
森尾集会所
岩屋公民館
岡本公民館

地区名 実 施 場 所

４
月
１６
日
（月）

時　間
９：００～ ９：１５
９：２５～ ９：４０
９：５０～１０：０５

１０：１５～１０：３０
１０：４０～１０：５０
１１：００～１１：１０
１１：２０～１１：３０
１１：４０～１１：５０
１３：００～１３：１０
１３：２０～１３：３０
１３：４０～１３：５０
１４：００～１４：１０
１４：２０～１４：３０
１４：４０～１４：５５
１５：０５～１５：１５
１５：２５～１５：３５
１５：４５～１５：５５

西古瀬
中古瀬
東古瀬
屋　度

沢　部

東　実
松　尾
鳥　居
西垂水
貝　原
野　村
上　田
大　門
福　吉
出　水
田　中

西古瀬公民館
中古瀬公民館
東古瀬公民館
屋度公民館
ＪＡみのり加東ケアセンター前
沢部営農組合格納庫
東実公民館
松尾公民館
鳥居公民館
西垂水公民館
貝原公民館
野村公民館
上田公民館
大門公民館
福吉公民館
出水公民館
田中公民館

地区名 実 施 場 所

４
月
１２
日
（木）

時　間
９：００～ ９：１０
９：２０～ ９：３５
９：４５～ ９：５５

１０：０５～１０：１５
１０：２５～１０：３５
１０：４５～１０：５５
１１：０５～１１：１５
１１：２５～１１：３５
１１：４５～１１：５５
１３：００～１３：１０
１３：２０～１３：３５
１３：４５～１３：５５
１４：０５～１４：１５
１４：２５～１４：３５
１４：４５～１４：５５
１５：０５～１５：２５
１５：３５～１５：５０

多井田

曽　我
吉　馬
牧　野
稲　尾
上　中
喜　田
梶　原
窪　田
家　原
社一区
社三区
社四区

ひろのが丘
山　国
社四区

多井田団地
多井田公民館
曽我公民館
吉馬公民館
牧野公民館
稲尾集落センター
上中公民館
喜田公民館
梶原公民館
窪田隣保館
家原公民館
社一区公民館
千鳥ヶ丘公園
スガイサイクルメイト前
ひろのが丘公民館
山国公民館
社庁舎南駐車場

地区名 実 施 場 所

４
月
１０
日
（火）

～国民年金の手続はお忘れなく～
　日本国内に住んでいる２０歳以上６０歳未満のすべ
ての方は、国民年金に加入することになっています。
被保険者の種別は、職業などにより異なります。自
営業者や学生、フリーターの方などは第1号被保険者、
厚生年金や共済組合に加入している方は第２号被保
険者、第２号被保険者に扶養されている２０歳以上６０
歳未満の配偶者（年収１３０万円未満）の方は第３号
被保険者となります。
　ご本人や配偶者の就職、転職、結婚など人生の節
目には、被保険者の種別変更手続が必要となる場合
があります。手続が遅れたりすると、万が一、病気
やケガで障害が残ったときや、亡くなられたときに、
障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れなくなる場
合がありますので、ライフスタイルが変わった際に
は忘れずに手続をしてください。
～学生のみなさんへ～
　前年所得が基準額以下の学生の方は、手続をして
承認を受けることで、在学中の国民年金保険料の納
付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
平成２４年度（平成２４年４月～平成２５年３月分）の
申請は、平成２４年４月２日から受付を開始します。
平成２３年度（平成２３年４月～平成２４年３月分）の
申請期限は、平成２４年５月１日です。

パート収入が１３０万円を超えた
ときなど、配偶者の扶養から外
れるようになったとき

配偶者が退職し、第２号被保険
者に扶養されなくなったとき

会社などを退職し、第２号被保
険者である配偶者に扶養され
るようになったとき

６０歳になる前に会社などを退
職したとき

配偶者が就職し、第２号被保険者
に扶養されるようになったとき

第２号被保険者に扶養されてい
る配偶者が２０歳になったとき

学生やフリーターなど、厚生年
金や共済組合に加入していな
い方が２０歳になったとき

各庁舎
窓口セ
ンター

第３号
↓

第１号

配偶者の
勤務先

第２号
↓

第３号

各庁舎
窓口セ
ンター

第２号
↓

第１号

第１号
↓

第３号

配偶者の
勤務先

配偶者の
勤務先

第３号

各庁舎
窓口セ
ンター

第１号

こんなときには手続が必要です 手続先被保険者
種　　別

国民年金保険料が変わります国民年金保険料が変わります

狂犬病の予防注射を受けましょう

※交通事情により、開始時刻が遅れることがありますが、ご了承ください。
※注射会場にお越しいただけない場合は、動物病院で予防注射を受けてください。
※犬が死亡していたり、飼い主が変更となった場合は、生活課までお知らせください。また、市外に転出される

場合は、転出先の市区町村であらためて登録する必要がありますので、忘れずに手続を行ってください。

　狂犬病予防法により、飼い犬は必ず登録し、年に１回、狂犬病の予防注射を受ける
ことが、飼い主の義務と定められています。生後９１日以上の犬は、動物病院または
表の日程で行う集合注射の会場で登録し、注射を受けてください。
 新たに登録される場合や通知が届かない場合でも、直接、動物病院または集合注射
会場に犬を連れてきていただければ、注射と登録を行うことができます。

すでに登録されている犬の場合

■料金　３，２００円（注射料金と注射済票交付手数料）
■事前にお送りした「狂犬病予防注射通知票」
※会場での混雑を避けるために、「狂犬病予防注射
　通知票」裏面の問診票は事前に記入し、切り離さ

ずにお持ちください。

新しく登録される犬の場合

■料金　６，２００円
　犬の登録手数料、注射料金と注射済票

交付手数料
※「登録申請書」は会場でお渡しします。

会場にお持ちいただく書類と料金

問い合わせ　市民安全部生活課（滝野庁舎）  　４８－３５２８

問い合わせ　市民安全部保険・医療課（滝野庁舎）　
 　　　　　　 　４８－３００４


